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　行政書士試験で難しいとされている「記述式問題」ですが、300点満点中、
60点の配点を占めています。記述式問題を得点源にできるようになれば、こ
れほど心強いことはありません。
　そこで、初学者から学習経験者まで、行政書士試験の全受験生が、記述式問
題で50点ラインを越えられる実力を養ってもらうことを最大の目的として、
本書を書き上げました。

　まず、記述式問題の【解法マニュアル】として、40字記述式問題の解法を
徹底的にマニュアル化しました。このマニュアルにしたがって、記述式問題に
取り組んでいただくことで、記述式問題での得点が安定してきます。
　また、記述式問題の【解法テクニック】として、行政法と民法の科目別に過
去問を使用して、出題形式別に記述式問題の解き方を解説します。出題形式を
押さえることで、問題で要求されているポイントを外さないで書くことができ
るようになります。
　さらに、記述式問題の【実戦編】として、過去問の出題傾向を徹底的に分析
し、今後、出題の可能性が高いテーマを網羅的にマスターできるようなＴＡＣ
オリジナルの記述式問題ばかりを掲載しています。この問題をものにしていた
だくことで、本試験に対応できるだけの実戦力と知識を身につけることができ
ます。
　加えて、多肢選択式問題の対策として、【多肢選択式問題】も付けてあります。

　本書の解法テクニックを前提に、記述式問題をマスターして、あなたの行政
書士試験合格をグッと強く手元に引き寄せてください。
　あなたの2019年度の行政書士本試験合格を心より祈念しております。

ＴＡＣ行政書士講座

はじめに
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　Ａは、Ｂに対し、Ｃの代理人であると偽り、Ｂとの間でＣを売主とする売
買契約（以下、「本件契約」という。）を締結した。ところが、ＣはＡの存在
を知らなかったが、このたびＢがＡ・Ｂ間で締結された本件契約に基づいて
Ｃに対して履行を求めてきたので、Ｃは、Ｂからその経緯を聞き、はじめて
Ａの存在を知るに至った。他方、Ｂは、本件契約の締結時に、ＡをＣの代理
人であると信じ、また、そのように信じたことについて過失はなかった。Ｂ
は、本件契約を取り消さずに、本件契約に基づいて、Ａに対して何らかの請
求をしようと考えている。このような状況で、ＡがＣの代理人であることを
証明することができないときに、Ｂは、Ａに対して、どのような要件の下で
（どのようなことがなかったときにおいて）、どのような請求をすることがで
きるか。「Ｂは、Ａに対して、」に続けて、下線部について、40字程度で記
述しなさい（「Ｂは、Ａに対して、」は、40字程度の字数には入らない）。

問　題

無権代理人に対する責任追及平成25年度
問題45

【法律関係図】

本　人

無権代理人

Ｃ

A
B

物

代
理
関
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し

↓
Ａ
は
代
理
権
証
明

　でき
ず

どのような要件のもとで
どのような請求ができるか？

②履行を求める

①本件契約
善意・無過失

相手方

問題
　実際の行政書士本試験で出題された問題です。資格試験攻略のためには、
必ず押さえなければならないのが過去問です。過去問の出題形式を押さえ
ることによって、記述式対策の第一歩が始まります。

法律関係図
　事案を視覚的に把握するための法律関係図です。法律問題を短時間で正
確に解くためには、登場人物を図に描いて全体像を正確につかむことが必
須です。この図をみて事案を正確に把握する練習をしてください。また、
自分が図を描くときの参考としてください。

本書の特長と使い方
①　問題類型別解法テクニック
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　Ａは、Ｂに対し、Ｃの代理人であると偽り、Ｂとの間でＣを売主とする売

買契約（以下、「本件契約」という。）を締結した。ところが、ＣはＡの存在を

知らなかったが、このたび　ＢがＡ・Ｂ間で締結された本件契約に基づいて

Ｃに対して履行を求めてきたので、Ｃは、Ｂからその経緯を聞き、はじめて

Ａの存在を知るに至った。他方、　Ｂは、本件契約の締結時に、ＡをＣの代理

人であると信じ、また、そのように信じたことについて過失はなかった。Ｂ

は、本件契約を取り消さずに、本件契約に基づいて、Ａに対して何らかの請

求をしようと考えている。このような状況で、　ＡがＣの代理人であることを

証明することができないときに、Ｂは、Ａに対して、どのような要件の下で

（どのようなことがなかったときにおいて）、どのような請求をすることがで

きるか。「Ｂは、Ａに対して、」に続けて、下線部について、40字程度で記

述しなさい（「Ｂは、Ａに対して、」は、40字程度の字数には入らない）。

基本型

問いの核心問いの核心問いの核心

①

②

③

⑤

④

問 題 文 は こ う 読 む！

解法手順１　「問い」を正確に把握する

　本問は「要件＋効果型」です。本問の問題文の構造は、「事例部分+問いの
核心」という記述式問題の基本型です。

問いの核心（要件・効果型）
　本問は、「Ｂは、Ａに対して、①どのような要件の下で（どのようなこ
とがなかったときにおいて）、②どのような請求をすることができるか。」
が「問いの核心」部分です。①が要件、②が効果と問うています。「問い」
が２つであることに注意です。

「問い」を解くために与えられた事例の分析
　「問い」の前に、「このような状況で、ＡがＣの代理人であることを証明する
ことができないときに」とありますが、「このような状況」がどのような場合
なのかがわからなければ、この問題に答えることはできません。そこで、「こ

問題文の構造
　問題を読み解くには、問題文を正確に把握することが必要です。まずは、
問題文の構造を大きくとらえることで、問題文を正確に把握する足掛かり
にします。

解法手順
　記述式問題を解く手順、いわば「解法マニュアル」です。
　全問題を

①「問い」を正確に把握する

②「問いの形」に合わせて「答えの形」をつくる

③「答え」を完成させる知識を記憶喚起する

④「問い」に呼応する「答え」をつくる
　という４つの手順で解きます。これを繰り返すことで、記述式問題の「正
しい解法手順」が自然と身に付くようになります。
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行為能力者だったとき」という無権代理人の責任追及のための要件を挿入しま
す。ここで、「本人Ｃの追認を得られなかったとき」は、そのまま「～がなか
ったとき」という形を取っていますので、そのまま書いて問題ありません。し
かし、後半部分は、「無権代理人Ａが行為能力者だったとき」となっています
ので、「～ということがなかったとき」という形に変換する必要があります。
したがって、「無権代理人Ａが制限行為能力者でなかったとき」という形にし
ます。
　「△△」には、「履行の請求又は損害賠償の請求」という請求の内容を挿入します。

 具体的には、

　「Ｂは、Ａに対して、本人Ｃの追認を得られなかったとき、かつ、無権代理
人Ａが制限行為能力者でなかったとき、という要件の下で、履行の請求又は損
害賠償の請求をすることができる。」となり、これが完全な形の解答となります。

 具体的には、

記述式解法・ここが推敲のポイント！
　「問い」の前提となる事案部分は、解答に書く必要はありません。本問
で言えば、①無権代理人Ａが自己の代理権を証明できなかったとき、③相
手方ＢがＡは無権代理人であるということついて善意・無過失だったとき、
という要件は、既に問題文で示されています。これらの要件が満たされて
いる状況が、「このような状況」として、本問の事例として設定されてい
るわけですから、これは前提として解答に書く必要はありません。
　本問では、２つの「問い」があります。「問い」が複数存在する場合には、
「○○」「△△」の解答要素が、どの「問い」に対する解答であるかが採点
者に分かるように、解答には、「問いの形」に合わせて、「～なかったとき
において」「～の請求ができる」の部分は省略せずに書くことになります。

≪解答を推敲しよう！≫
Ｂは、Ａに対して、本人Ｃの追認を得られなかったとき、かつ、無権代理人Ａ
が制限行為能力者でなかったとき、という要件の下で、履行の請求又は損害賠
償の請求をすることができる。（84字）

  
「問い」の指示で、書く必要のない主語をカット。
ＡＢＣの属性を示す部分は本問の前提なのでカット。

  

記述式解法・ここがポイント！
　ここでは、解答作成術について解説しています。記述式問題は、条文・
判例をそのままの形で書けばよいというものではありません。「問い」の
形に合わせてどのように条文や判例をまとめるか、その方法や、つじつま
の合わせ方をマスターします。

解答を推敲しよう！
　解答の仕上げは、作成した解答を「40字程度」に推敲することです。
キーワードを落とさず、また、解答の内容を崩さずに、どのように推敲す
るかの手順を示しています。
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＜解答例①＞　41字
Ｂは、Ａに対して、

Ｃ の 追 認 が な く 、 Ａ が 制 限 行 為 能
力 者 で な か っ た と き は 、 履 行 又 は
損 害 賠 償 を 請 求 で き る 。

 10 15

＜解答例②＞　43字
Ｂは、Ａに対して、 10 15

Ａ が Ｃ の 追 認 を 得 る こ と が で き な
か っ た と き は 、 履 行 又 は 損 害 賠 償
の 請 求 を す る こ と が で き る 。

Ｂは、Ａに対して、本人Ｃの追認を得られなかったとき、かつ、無権代理人Ａ
が制限行為能力者でなかったとき、という要件の下で、履行の請求又は損害賠
償の請求をすることができる。（69字）

 繰り返しを避け、意味を変えずに微調整。

Ｃの追認を得られなかったとき、かつ、Ａが制限行為能力者でなかったとき、
という要件の下で→は、履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。
（60字）

 さらに、意味を変えずに微調整。

Ｃの追認を得られなかったとき→がなく、かつ、Ａが制限行為能力者でなかっ
たときは、履行の請求又は損害賠償の→を求をすることができる。（41字）

 以上より、

Ｃの追認がなく、Ａが制限行為能力者でなかったときは、履行又は損害賠償を
請求できる。（41字）

 繰り返しを避け、意味を変えずに微調整。

 さらに、意味を変えずに微調整。

 以上より、

解答例
　行政書士試験研究センターが発表した解答例で、出題者が望む答えです。
どのような解答をつくればよいのか、正解が示されています。
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行政法の一般的な法理論
（権限の委任）

重要度
★ ★�問問問

地方税法においては、地方団体の長は、地方税法で定める権限の一部を、当
該地方団体の条例の定めるところによって、地方自治法の規定によって設ける
支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の事務所の長、または地方自
治法の規定によって条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することがで
きるとされている。この規定に基づいて、地方団体の長（以下、委任庁という）
が権限の一部を委任した場合、委任庁は権限の一部を失うかどうか、委任を受
けた機関（受任庁という）は誰の名で権限を行使し、責任は誰が負うこととな
るのか。40字程度で記述しなさい。

	 10	 15

問題
　出題傾向を踏まえて作成した、出題可能性が高い論点のオリジナル問題
です。その中でも重要度の高いものから順に★★★～★のランクを付して
います。

解答欄
　本試験ではほとんどの問題で15マス×3段の解答欄が設けられています。
実際に解答を書いて、40字程度にまとめる訓練を行いましょう。



ix

第
３
章

〈
実
戦
編
〉
行
政
法

行政法の一般的な法理論　121

（内容）要件・効果型　（形式）一行問題型

権限の委任が行われた場合の委任庁の権限の効果と、受任庁の権限の行使の
方法とその責任の所在。

（問いの形）	委任庁は権限の一部を失うかどうか、受任庁は誰の名で権限を行
使し、責任は誰が負うこととなるのか。

（答えの形）	委任庁は権限の一部を「失う	or	失わない」、また、受任庁は「〇〇」
の名で権限を行使し、責任は「□□」が負うこととなる。

権限の委任とは、行政庁が、その権限の一部を下級行政庁やその他の行政機
関に委譲して、その行政機関の権限として行わせることをいいます。
権限については、委任行政庁（本問の地方団体の長）はその権限を失い、受

任機関（市の区の事務所の長など）が、委任された権限を自己の権限として、
自己の名と責任において行使することになります。

採点基準
委任庁は権限の一部を失い……………………………………………… ８点
受任庁は自己の名で権限を行使し……………………………………… ６点
責任は受任庁が負う……………………………………………………… ６点

手順１　「問い」を正確に把握する

手順２　「問いの形」に合わせて「答えの形」をつくる

手順３　「答え」を完成させる知識を記憶喚起する

手順４　「問い」に呼応する「答え」をつくる

（44字）

	 10	 15

委 任 庁 は 権 限 の 一 部 を 失 い 、 受 任
庁 は 自 己 の 名 で 権 限 を 行 使 し 、 責
任 は 受 任 庁 が 負 う こ と と な る 。

解説
　第１章 記述式問題・解法マニュアル、第２章 問題類型別解法テクニッ
クと同じ流れで、解答への道筋を示しています。

解答例
　配点されるキーワードをすべて盛り込んだ40字程度の解答例です。赤
シートで隠しながら学習できます。
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・「オリエンテーション編」で、行政書士という資格と行政書士試験につ
いて、さらっと確認してイメージをつかみましょう。

・「入門講義編」で、各科目の内容をざっと読んで全体像をつかむととも
に、法律学習になれましょう。

1 行政書士 合格へのはじめの一歩

・まずは１回、ざっと読ん
で全体像をつかみましょ
う。わからないところが
あっても、どんどん読み
飛ばします。

・本文をじっくり、力を入

・『行政書士の教科書』
の重要な150の論点をピ
ックアップして、見開き
２ページ１論点（項目）
の構成、図表中心でま
とめています。

・『行政書士の教科書』
の１回目を読む段階か
ら、できればSectionご
と、少なくともCHAPTER
ごとに、『行政書士の
問題集』の問題を解き

・最重要判例を中心に、
重要度に応じてメリハリ
をつけながら、憲法・
民法・行政法・商法
の数多くの判例を掲載
しています。

れて読み込みましょう。
・「例題」は必ず解きましょう。できな
いときは、すぐに本文に戻って知識を
確認しましょう。

ましょう。
・できなかった問題は、解説に記載さ
れているリンクをもとに『行政書士の
教科書』に戻って確認しましょう。

2 行政書士の教科書

4 行政書士の最重要論点150

3 行政書士の問題集

・５年分の本試験問題
を、詳細な解説と問題
ごとの正答率とともに、
新しい順に年度別に収
録しています。

・出来具合に一喜一憂す

・実際の本試験問題を
素材にしながら、法令
（等）科目の重要論点
を、選択肢ごとに分解
し、１問１答形式で、
知識を確認できる1冊

ることなく、また解きっぱなしにせず
に、できなかった問題は、『行政書
士の教科書』に戻って復習しましょう。

です。
・選択肢（問題）ごとに、重要度ラン
ク・肢を切るポイントを明示している
ので、メリハリをつけた学習が可能で
す。

6 行政書士の５年過去問題集 7 行政書士の肢別問題集

5 行政書士の判例集

リンク

リンク

・過去問題を題材にした解法マニュアルと、過去問題＆オリジナル予想
問題が１冊に集約されています。

・一通りの学習が終わって、直前期に40字記述式対策を行われる受験生
が多いようですが、実力養成の学習と同時並行することで、より知識定
着を図ることも可能です。

8 行政書士の40字記述式問題集

・出題傾向を徹底分析した予想問題を３回分収録しています。
・問題部分は回数ごとに取り外せるようになっているので、実際の本試験
を意識したシミュレーションを行うことができます。是非とも時間（180分）
を計りながらチャレンジしてみましょう。

9 本試験をあてる TAC直前予想 行政書士

合 格 !

ここでは、 TAC出版書籍 （みんなが欲しかった！行政
書士シリーズ） のご紹介と、 その書籍を使った効果
的な学習法について説明します。

本書

x
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問題集』の問題を解き

・最重要判例を中心に、
重要度に応じてメリハリ
をつけながら、憲法・
民法・行政法・商法
の数多くの判例を掲載
しています。

れて読み込みましょう。
・「例題」は必ず解きましょう。できな
いときは、すぐに本文に戻って知識を
確認しましょう。

ましょう。
・できなかった問題は、解説に記載さ
れているリンクをもとに『行政書士の
教科書』に戻って確認しましょう。

2 行政書士の教科書

4 行政書士の最重要論点150

3 行政書士の問題集

・５年分の本試験問題
を、詳細な解説と問題
ごとの正答率とともに、
新しい順に年度別に収
録しています。

・出来具合に一喜一憂す

・実際の本試験問題を
素材にしながら、法令
（等）科目の重要論点
を、選択肢ごとに分解
し、１問１答形式で、
知識を確認できる1冊

ることなく、また解きっぱなしにせず
に、できなかった問題は、『行政書
士の教科書』に戻って復習しましょう。

です。
・選択肢（問題）ごとに、重要度ラン
ク・肢を切るポイントを明示している
ので、メリハリをつけた学習が可能で
す。

6 行政書士の５年過去問題集 7 行政書士の肢別問題集

5 行政書士の判例集

リンク

リンク

・過去問題を題材にした解法マニュアルと、過去問題＆オリジナル予想
問題が１冊に集約されています。

・一通りの学習が終わって、直前期に40字記述式対策を行われる受験生
が多いようですが、実力養成の学習と同時並行することで、より知識定
着を図ることも可能です。

8 行政書士の40字記述式問題集

・出題傾向を徹底分析した予想問題を３回分収録しています。
・問題部分は回数ごとに取り外せるようになっているので、実際の本試験
を意識したシミュレーションを行うことができます。是非とも時間（180分）
を計りながらチャレンジしてみましょう。

9 本試験をあてる TAC直前予想 行政書士

合 格 !

ここでは、 TAC出版書籍 （みんなが欲しかった！行政
書士シリーズ） のご紹介と、 その書籍を使った効果
的な学習法について説明します。

本書
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	 10	 15

	1	 記述式問題ってなに？？？
　　　　　	～記述式問題は行政書士試験攻略のキーポイント！

（１）記述式問題とは
　行政書士試験において１問の配点が最も高いのが、「記述式問題」です。記
述式問題は、別名「40字記述」とも呼ばれたりします。記述式問題をどうや
って攻略するかが行政書士試験に合格するためのポイントです。
　この「記述式問題」とは、与えられた「問い」に、40字程度で「答え」を
書く問題です。全60問中３問出題されます。
　具体的な形式は以下のとおりです。

　ex.　～について、40字程度で記述しなさい。 

　この45マスに、鉛筆で１マスに１字ずつ埋めていき、40字程度の答えを完
成させます。平成26年度問題46では、25マスと20マスに分割される形の出
題がありましたが、１問トータル45マスには変わりありませんでした。
　60問中たった３問とはいっても、１問20点もの配点があります。つまり、
３問で60点になります。
　60問中54問を占める５肢択一式問題（５つの選択肢から１つの答えを選ぶ
マーク式問題）の配点が１問４点ですから、記述式１問で択一式５問分の配点
です。相当に大きい配点といえますよね。

　【行政書士試験300点の内訳】

記述
60点

多
肢
24
点

５肢択一式
216点

　１問20点ですが、０点か20点かというわけではなく、部分配点があります。
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答えとなるキーワードが複数あり、例えば、１つ書ければ６点、２つ書ければ
14点、全部書ければ20点というように、２点きざみで０点から20点まで得点
が付きます。

（２）記述式問題での得点の妙味
　配点が大きいため、記述式問題での得点が行政書士試験の合格を大きく左右
します。この配点の高さこそ、記述式問題が行政書士試験で重要だといわれる
最大の理由です。60点満点中30点〜 40点は確保したいところです。
　本書では、受験生のアッパーレベル、50点を突破できるようになるための
コツをつかむことを学びます。
　もし、記述式で40点〜 50点、多肢選択式で20点得点できれば、５肢択一
式では216点中110点〜 120点で合格ということになります。
　マークシート部分は約半分の得点で合格をつかみとることができるわけです
から、気持ち的にもすごく楽になります。
　そこが記述式問題の妙味といえます。

　【行政書士試験合格点180点のイメージ】

（３）記述式問題を解くための大前提
①　文字を書く機会を増やそう
　５肢択一式や多肢選択式のようなマークシート式の問題と異なり、記述式問
題は、実際に文章を鉛筆で書かなければなりません。そのため、「書く練習」
が必要です。
　ところが、パソコンや携帯の普及で、自分の手で字を書く機会が極端に減っ
てきています。そのため簡単な漢字を忘れてしまうこともあります。

記述
60点

肢
多

24
点

５肢択一式
216点

記述
40点～
50点

肢
多

20
点

５肢択一式
110～ 120点
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　本試験で簡単な漢字が思い出せないということにならないよう、意識的に文
章を書く癖をつけましょう。
　具体的には、予備校などで講座を受けている方なら、板書をノートするとき
に記述を意識することです。独学の方であれば、択一式問題を解いていて間違
えた条文や判例を実際に書いてみることもよいでしょう。
　ただ、ここで１つ注意があります。
　「実際に書きましょう」と書きましたが、民法や行政法の条文を第１条から
書き写すことは絶対にやめましょう。時間がかかるうえに、実際のところ、た
だ機械的に「文字」を書き写すだけになってしまうことが多く、頭には残らな
いからです。

②　丁寧なカクカクした字を書く練習をしよう
　あなたが書いた答案は、採点者に読んでもらわなければなりません。ですか
ら、採点者が読める字を書くことは記述式問題で得点するための大前提です。
「自分が読めるから」ではなく、「採点者が読める字を書く」ことを強く意識す
ることが必要です。常用漢字を楷書で丁寧に書きましょう。
　また、誤字脱字は減点対象となりますので、気を付けましょう。
　「でも、自分は字がきたなくて」と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
心配する必要はありません。誰でも、「読める字」、「誤字だと勘違いされない字」
を書く方法があります。それはなるべく「カクカク書く」ことです。一画一画
をかみしめるようにして、一画書くたびに鉛筆を紙から離します。
　達筆で書く必要は全くありません。逆に、さらさらと続け字を書くことは、
書き方によっては誤字と判定される可能性もありますから気をつけてくださ
い。
　例えば、下記の「法」の部首は「さんずい」ですが、×の字はどう見ても、

ただのくねくねした線で、
「さんずい」ではありませ
ん。また、その下は「な」
のつもりが、「る」になっ
てしまっています。
　略字も避けましょう。略
字は、常用漢字にはありま
せんから減点の対象です。

◯ ╳◯ ╳



問題類型別
解法テクニック
～過去問を素材に～

第　　　章第　　　章第　　　章2



34

第２章では、過去問を素材として、第１章で述べたマニュアルを実践してい
きます。
実践に移る前に、過去の問題を、内容面、形式面から類型化します。文章の

みで出題される問題文を、類型的に把握することで、出題者が何を求め、私た
ちがどのようにその問題に答えなければならないかを、的確にとらえやすくな
るからです。
過去問をひもといてみると、内容からの類型化、形式からの類型化ができま

す。

まず、内容面から類型化していきます。記述式問題も法律問題です。法律は、
法律要件と法律効果からできています。したがって、記述式問題の出題も、法
律要件を問う問題、法律効果を問う問題、あるいは、法律要件、法律効果いず
れも問う問題が中心をなします。
その仕組みをもう少し詳しく見ておきましょう。

　一般的に条文は、
　　　「○○の場合には、△△となる。」
　　　「○○のときは、△△しなければならない。」
　というように規定されます。
　「○○」の部分が法律要件、「△△」の部分が法律効果です。
　少し抽象的ですので、具体例でお話しましょう。
　たとえば、行政事件訴訟法33条２項は、

	1	 内容面からの類型化

　「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁

決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣

旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならな

い。」

　と規定されています。
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　　前半の「申請を～取り消されたときは、」が法律要件
　　後半の「その処分～しなければならない。」が法律効果
です。
　「法律要件」「法律効果」というと何か難しい感じがしますが、簡単にいうと、
ある「法的な条件」（法律要件）が整うと、ある「法的な結果」（法律効果）が
生じる、という関係です。
　「申請を～取り消されたときは、」という部分で法的な条件が示され、それが
整った場合に発生する結果が「その処分を～しなければならない。」という部
分で示されます。
　法律的にいえば、「法律要件」とは、ある法的な権利義務を発生させる条件・
事象といえます。「法律効果」とは、法律要件によって生じた権利義務関係自
体といえます。

　記述式問題は法律に関して出題されます。法律が法律要件と法律効果から成
り立っている以上、法律の問題も、法律要件と法律効果を理解できていれば、
的確に「答え」られることがほとんどです。
　この法律の構造を押さえて、「問い」が法律要件や法律効果を問うていると
いうことを念頭に置いておけば、さらに「問い」を把握しやすくなります。
　法律要件・法律効果という観点から考えられる出題内容・出題パターンとし
ては、
　　①　法律要件が問われる問題
　　②　法律効果が問われる問題
　　③　法律要件・法律効果がいずれも問われる問題

【法律要件と法律効果のイメージ】

法律要件 法律効果

例）売買契約が成立したときは
例）売主の権利移転義務と
　　買主の代金支払義務が生じる

　○○の場合は、
　○○のときは、

　△△できる。
　△△となる。
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ということになるでしょう。
　実際にも、過去問を法律要件と法律効果という観点で分析してみると、記述
式問題の類型として、法律要件を問う「要件型」、法律効果を問う「効果型」、
法律要件・法律効果のいずれも問う「要件効果型」を中心として出題されてい
ることがわかります。

　それ以外には、法的な問題をはらんだ事例を把握させるもの、条文の趣旨を
問うもの、法律用語の定義や名称を問う問題も出題され、出題バリエーション
が増えてきていますが、まだ少数です。

　これらの過去問を、類型ごとに整理してみると以下の図になります。

①「要件型」 ―  ある効果が問題文で示されていて、その法律効果が発生するための

要件が問われる問題形式。

②「効果型」 ―  ある要件が問題文で示されていて、そこから生じる法律効果が問わ

れる問題形式。

③「要件・効果型」―  ある事例が示されていて、そこから考えられる法律要件と法

律効果のいずれもが問われる問題形式。

④「事例把握型」―  生の事実（事実関係）が示されて、それが具体的にどのような

法律関係にあるのかを把握・整理させる問題形式です。平成

21年度に登場しました。

⑤「条文趣旨型」―  条文の趣旨について問う問題形式です。平成22年度に登場し

ました。

⑥「基本概念定義型」 ―  基本的な法律用語の一般的な定義・意義を問う問題形式です。

平成22年度に登場し、以後、他の形式と組み合わせながら、

継続的に出題されています。行政法で出題されている形式

です。
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（基本概念定義型）
行　H22　問44
行　H23　問44
行　H24　問44
行　H26　問44
行　H27　問44
行　H28　問44

（条文趣旨型）
民　H22　問46
民　H28　問46

（要件型）
民　H18　問45
民　H18　問46
民　H19　問45
民　H20　問45
民　H20　問46
民　H21　問46
民　H23　問45
民　H24　問45
民　H26　問46
民　H27　問45
民　H29　問46
民　H30　問45

行　H18　問44
行　H20　問44
行　H24　問44
行　H25　問44
行　H27　問44
行　H29　問44
民　H19　問46
民　H22　問45
民　H23　問45
民　H23　問46
民　H25　問45
民　H25　問46

（要件・効果型）
民　H26　問45
民　H27　問46
民　H28　問45
民　H29　問45
民　H30　問46

（効果型）
行　H19　問44
行　H21　問44
行　H22　問44
行　H30　問44
民　H24　問46
民　H28　問44

（事例把握型）
民　H21　問45

　○○の場合は、
　○○のときは、

　△△できる。
　△△となる。

法律効果法律要件

法律用語・基本概念

法　　律

条文の必要性
条文の趣旨

具体的事例

どちらを答えるか
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　以上のように、要件型、効果型に分類できない問題もありますが、法律要件・
法律効果が問われる問題がほとんどです。
　さらに、特筆すべき傾向として、民法では法律要件、行政法では法律効果を
中心に問われていることです。このことから、民法では法律要件を、行政法で
は法律効果を意識して学習を進めると、記述式対策として絶大な学習効果を発
揮します。
　上記のどの形式にあてはまる問題なのかを意識することは、「問い」を正確
に把握する一助となりますし、問われていることに的確に答えるコツにもなる
のです。

　「問い」を正確に把握するためには、法律要件型の問題か、法律効果型
の問題か、それ以外の型の問題かを意識する。

それでは、具体的に類型別に問題をみていきましょう。

（１）要件型（民法に多い）

民法の問題によく見られる、法律要件を問う問題です。この問題のパターン
としては、端的に「どのような要件」「どのような場合」「どのようなとき」と
問われることも多いです。したがって、要件を答える問題であることが分かり
ます。その他には以下のような形があります。条文の法律要件を正確に頭に入
れていきましょう。

「どのような理由か。」（行政法・平成18年度問題44）
「訴訟要件にどのような影響を与えるか。」（行政法・平成25年度問題44）
「どのような形式で決定されるか。」（行政法・平成26年度問題44）
「誰を被告とすべきか」（行政法・平成20・24・27年度問題44）
「いかなる機関により科されるか」（行政法・平成28年度問題44）
「�どのような要件のもとであれば」（民法・平成18年問題45・46、平成25年
度問題45）

「どのような要件を満たす必要があるか。」（民法・平成19年度問題45）
「どのような場合か。」（民法・平成20年度問題45、平成27年度問題45）
「その理由について」（民法・平成20年度問題46）
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「○○をいうものと解されている」（民法・平成21年度問題46）
「どのような手続を経たか」（民法・平成22年度問題45）
「抵当権が消滅する場合を二つ」（民法・平成23年度問題45）
「どのような根拠に基づくか」（民法・平成23年度問題46）
「どのようなことを証明すれば弁済できるか」（民法・平成24年度問題45）
「要件に言及して」（民法・平成25年度問題46）
「�解除にあたって、どのようなことをすればよいか」（民法・平成26年度問
題46）

「誰を相手として」（民法・平成26年度問題45、平成27年度問題46）
「いつまでに」（民法・平成27年度問題46）
「どのようになったときに」（民法・平成28年度問題45）
「�いつの時点から何年間行使しないときに消滅するか」（民法・平成29年度
問題46）

「�誰に対し、どのような催告をし、どのような結果を得る必要があるか」（民
法・平成30年度問題45）

「どのような理由で」（民法・平成30年度問題46）

それでは、具体的にみてみましょう。素材は平成30年の問題45です。
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　画家Ａは、ＢからＡの絵画（以下「本件絵画」といい、評価額は500万円
～ 600万円であるとする。）を購入したい旨の申込みがあったため、500万
円で売却することにした。ところが、Ａ・Ｂ間で同売買契約（本問では、「本
件契約」とする。）を締結したときに、Ｂは、成年被後見人であったことが
判明したため（成年後見人はＣであり、その状況は現在も変わらない。）、Ａ
は、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Ｄから本件
絵画を気に入っているため600万円ですぐにでも購入したい旨の申込みがあ
った。Ａは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をＤに売却したい
と思っている。Ａが本件絵画をＤに売却する前提として、Ａは、誰に対し、
１か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結
果を得る必要があるか。なお、ＡおよびＤは、制限行為能力者ではない。
　「Ａは、」に続け、下線部分につき40字程度で記述しなさい。記述に当た
っては、「本件契約」を入れることとし、他方、「１か月以上の期間を定めて」
および「その期間内に」の記述は省略すること。

Ａは
１）誰に対し？
２）どのような催告をし？
３）どのような結果を得る？

「問い」

成年後見人

②600万円で購入申込み

600万円で売却したい

①500万円で売却

Ｃ

成年被後見人

ＢＤ Ａ

【法律関係図】

制限行為能力者の相手方の保護平成30年度
問題45

問　題
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　画家Ａは、ＢからＡの絵画（以下「本件絵画」といい、評価額は500万円

～ 600万円であるとする。）を購入したい旨の申込みがあったため、500万

円で売却することにした。ところが、Ａ・Ｂ間で同売買契約（本問では、「本

件契約」とする。）を締結したときに、Ｂは、成年被後見人であったことが

判明したため（成年後見人はＣであり、その状況は現在も変わらない。）、Ａ

は、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Ｄから本件

絵画を気に入っているため600万円ですぐにでも購入したい旨の申込みがあ

った。Ａは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をＤに売却したい

と思っている。Ａが本件絵画をＤに売却する前提として、Ａは、誰に対し、

１か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結

果を得る必要があるか。なお、ＡおよびＤは、制限行為能力者ではない。

　「Ａは、」に続け、下線部分につき40字程度で記述しなさい。記述に当た

っては、「本件契約」を入れることとし、他方、「１か月以上の期間を定めて」

および「その期間内に」の記述は省略すること。

基本型

問いの核心問いの核心問いの核心

②

③

④

①

問 題 文 は こ う 読 む！

解法手順１　「問い」を正確に把握する

　本問は「要件型」です。また、本問の問題文の構造は、「事例部分＋問いの
核心」の基本型です。

「問い」を解くために与えられた事案の分析
　ＡがＤに絵画を売却するために何をすべきか、Ａがどのような状況にあるの

問いの核心（要件型）
　本問は、「Ａは、誰に対し、１か月以上の期間を定めてどのような催告
をし、その期間内にどのような結果を得る必要があるか。」が、問いの核
心部分です。下線が引かれているので、わかりやすくなっています。Ａが
Ｄに売却するための要件を問う問題ですので、要件を問う問題といえます。
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かを把握する必要があります。そこで、どのような状況なのかを把握します。

�

　まず、問題文下線部①より、ＡＢ間で、絵画の売買契約が締結されています。

�

　次に、問題文下線部②より、買主Ｂが成年被後見人ということです。

�

　さらに、問題文下線部③より、Ｄから600万円で買いたいという申し込みを
受けています。

�

　さらに、問題文下線部④より、ＡはＤに600万円で売りたいと思っています。

�

　「ＡはＢに500万円で売却するのをやめて、Ｄに600万円で売却したいと思
っている状況」ということになります。

解法手順２　「問いの形」似合わせて「答えの形」をつくる

　問いの形
Ａは、誰に対し、１か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期
間内にどのような結果を得る必要があるか。

　答えの形
Ａは、「○○」に対し、１か月以上の期間を定めて「□□」の催告をし、
その期間内に「△△」を得る。

�



1 内容面からの類型化　43

第
２
章

問
題
類
型
別
解
法
テ
ク
ニ
ッ
ク
〜
過
去
問
を
素
材
に
〜

解法手順３　「答え」を完成させる知識を記憶喚起する

　ＡがＤに絵画を売却するためには、Ｂとの売買契約の効力を失わせる必要が
あります。ここで、Ａの方には取消原因がありませんので、Ａが一方的にＡＢ
間の売買契約を破棄してしまうと、債務不履行として損害賠償請求の対象にも
なりかねません。

�

　そこで、Ｂの側に、売買契約を取り消す事情がないかを考えると、本問では、
Ｂが成年被後見人であることが明らかとなっています。

〔知識〕成年被後見人の行為

�

　Ｂが「取り消す」といってくれなければ、ＡＢ間の売買契約は有効に存続す
ることになります。

　しかし、Ｂが取り消すかどうかはっきりしないままの状態がつづくと、Ａは
Ｂがいつ取り消してくるかもしれないという状況で、契約を維持しなければな
らないことになります。
　そこで、民法では、当該契約を取り消すのか、取り消さないのか、はっきり
してもらう制度として、成年被後見人の相手方に催告権を与えています。追認
すれば、売買契約は有効に確定し、追認拒絶をすれば、売買契約は取消しの効
果が生じます。

民法９条前段（成年被後見人の法律行為）
　成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
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�

　本問で、本件売買契約を追認して欲しくないわけですが、Ｂに対し、一箇月
以上の期間を定めて、その期間内に本件契約について、追認するかどうかを確
答すべき旨の催告をすることができます（20条１項）。この催告の結果、追認
拒絶の確答が得られれば、Ａ・Ｂ間の売買契約は取り消されることになります。
　しかし、Ｂはいまだ成年被後見人のままの状況です。Ｂに対してこの催告を
する場合には、Ｂが行為能力者になっていなければならないため、Ｂにこの催
告をすることはできません（20条１項）。

�

　制限行為能力者が行為能力者とならない間は、法定代理人に対して、本問で
は成年後見人Ｃに対して、この催告を行うことができます（20条２項）。そして、
Ｃから本件契約の追認を拒絶するという確答が得られればよいことになりま
す。
〔知識のまとめ〕
　Ａが成年被後見人Ｂとの売買契約の効力を失わせるためには、成年後見人Ｃ
に対して、１か月以上の期間を定めて、本件売買契約を追認するかどうかを確
答すべき旨の催告をし、Ｃから、本件契約の追認を拒絶するという確答を得る
ことが必要となります。そうすることで、Ａは絵画をＤに売却することが可能

民法20条（制限行為能力者の相手方の催告権）
１項 　制限行為能力者（未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の

審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。）の相手方は、その制限行為能力者

が行為能力者（行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。）となった後、

その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことが
できる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。こ

の場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追
認したものとみなす。

２項 　制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、

その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に
規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しな
いときも、同項後段と同様とする。
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解 答 は こ う 書 く！

解法手順４　「問い」に呼応する「答え」をつくる

　「問いの形」から導き出した「答えの形」は、
　「Ａは、『○○』に対し、１か月以上の期間を定めて『□□』の催告をし、そ
の期間内に『△△』を得る。」でした。この「◯◯」「□□」「△△」に、解法
手順３で喚起した知識で穴埋めします。

�

　「◯◯」には、「Ｃ」
　「□□」には、「本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨」
　「△△」には、「追認を拒絶するという確答」

� 具体的には

　「Ａは、Ｃに対し、１か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかど
うかを確答すべき旨の催告をし、その期間内に追認拒絶の確答を得る。」となり、
これが完全な形の解答となります。

� 具体的には

となります。
　これが、ＡがＤに本件絵画を売却する前提となる知識ということになります。

記述式解法・ここが推敲のポイント！
　本問は、問題文に、解答作成の形式が指示されていますので、その指示
通りにこの解答を作成し直すことになります。指示は以下の通り。
　・「Ａは、」に続けること。
　・記述に当たって、「本件契約」を入れること。
　・	「１か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略
すること。
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＜解答例＞　42字	 10	 15

Ｃ に 対 し 、 本 件 契 約 を 追 認 す る か
ど う か を 確 答 す べ き 旨 の 催 告 を し
、 追 認 拒 絶 の 確 答 を 得 る 。

≪解答を推敲しよう！≫
Ａは、Ｃに対し、１か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか
を確答すべき旨の催告をし、その期間内に追認拒絶の確答を得る。（65字）

� 「Ａは、」はすでに解答欄に記載があるのでカット

Ａは、Ｃに対し、１か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか
を確答すべき旨の催告をし、その期間内に追認拒絶の確答を得る。（62字）

� �
「本件契約」という言葉を使用するので「本件売買契
約」の売買をカット

Ｃに対し、１か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうかを確答
すべき旨の催告をし、その期間内に追認拒絶の確答を得る。（60字）

� �
「１か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」
の記述は省略

Ｃに対し、１か月以上の期間を定めて本件契約を追認するかどうかを確答すべ
き旨の催告をし、その期間内に追認拒絶の確答を得る。（60字）
　これで45字以内となります。

� 以上より

Ｃに対し、本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、追認拒絶
の確答を得る。（42字）

� 「Ａは、」はすでに解答欄に記載があるのでカット

� �

� �

� 以上より
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（２）効果型（行政法に多い）

行政法の問題によく見られる、法律効果を問う問題です。この問題のパター
ンとしては、「〜の場合、どのような〇〇ができるか。」と問われることが多い
といえます。「～の場合」で要件が示され、その要件があると、結果として、
どうするのか、何ができるのか、つまり効果が問われていることがわかります。
条文を読む際にも、法律効果をしっかり押さえておくようにしましょう。
その他には、以下の形があります。

「どのような判決をすることとなるか。」（行政法・平成18・25年度問題44）
「どのような選択が認められているか。」（行政法・平成19年度問題44）
「いかなる訴訟を提起すべきか。」（行政法・平成20・24年度問題44）
「どのような効力が生ずるか。」（行政法・平成21年度問題44）
「どのような対応を義務付けられるか。」（行政法・平成21年度問題44）
「どのような内容の主文となるか。」（行政法・平成22年度問題44）
「法的効果がどのようなものか。」（行政法・平成25年度問題44）
「�どのような請求ができるか。」（民法・平成21年度問題45、平成25年度問
題45）

「どのような権利を行使できるか。」（民法・平成22年度問題45）
「いかなる請求をすればよいか」（民法・平成23年度問題46）
「どのような請求によって、何について」（民法・平成24年度問題46）
「どのような権利に基づき」（民法・平成26年度問題45）
「どのような対応をとればよいか」（民法・平成26年度問題45）
「どのような手続をとるべきか。」（民法・平成27年度問題46）
「どのような主張をすることができるか」（民法・平成28年度問題45）
「�いかなる被告に対し、どのような訴訟を提起すべきか」（行政法・平成30
年度問題44）

「どのような法的主張をすべきか」（民法・平成30年度問題46）

それでは、具体的にみてみましょう。素材は平成22年の問題44です。
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